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毎
日
「
あ
り
が
と
う
」
の
言
葉
を
言
え
る
よ
う
に
、
明
る
い
心
で
過
ご
せ
る
努
力
を
し
て
い
ま
す
。

市
民
か
ら
の
お
便
り

過
ご
し
や
す
い
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
野
菜
の
成
長
が
楽
し
み
で
す
。

市
民
か
ら
の
お
便
り

11
月
は

「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」

　

児
童
虐
待
に
関
す
る
相
談
対
応

件
数
は
依
然
と
し
て
増
加
し
て
お

り
、
そ
の
内
容
も
専
門
的
な
援
助

を
必
要
と
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て

い
ま
す
。
特
に
、
子
ど
も
の
生
命

が
奪
わ
れ
る
な
ど
重
大
な
事
件
も

後
を
絶
た
な
い
状
況
に
お
い
て
、

児
童
虐
待
問
題
は
社
会
全
体
で
解

決
す
べ
き
重
要
な
課
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。
虐
待
の
発
生
予
防
、
早

期
発
見
・
早
期
対
応
か
ら
虐
待
を

受
け
た
子
ど
も
の
自
立
に
至
る
ま

で
の
切
れ
目
の
な
い
総
合
的
な
支

援
が
必
要
で
す
。

　

子
ど
も
は
地
域
の
宝
で
す
。
健

や
か
な
成
長
の
た
め
に
、
地
域
の

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　
「
子
ど
も
の
様
子
が
お
か
し
い
」

「
虐
待
か
も
し
れ
な
い
」
と
思
っ

た
ら
、
相
談
機
関
に
連
絡（
通
告
）

し
て
く
だ
さ
い
。

　
※
連
絡
・
通
告
先
は

福
祉
事
務
所
こ
ど
も
相
談
係

（
☎
８
８
０
・
６
５
６
４
）

県
中
央
児
童
相
談
所

（
☎
８
６
６
・
６
７
９
１
）
ま
で

　

た
め
ら
わ
ず

　

知
ら
せ
て
つ
な
ぐ

　

命
の
輪

高
知
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
２
０
１
４

　

オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
は
、
児
童
虐

待
防
止
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　

高
知
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
の
イ
ベ
ン
ト
で
、
た
す
き

リ
レ
ー
を
行
い
ま
す
。
ヤ
・
シ
ィ

パ
ー
ク
（
香
南
市
）
か
ら
中
央
公

園
（
高
知
市
）
ま
で
を
ラ
ン
ナ
ー

が
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
で
つ
な
ぎ
ま

す
。
市
内
は
、
新
物
部
川
橋
か
ら

南
国
バ
イ
パ
ス
（
国
道
55
号
線
）

を
西
に
進
み
ま
す
。
ご
協
力
と
ご

声
援
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
と
き
／
11
月
９
日
㈰

＊
天
候
に
よ
り
中
止
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

■
中
継
地
点
・
通
過
予
定
時
刻

あ
け
ぼ
の
小
児
ク
リ
ニ
ッ
ク
・

正
午
→
マ
ル
ナ
カ
南
国
店
・
午

後
０
時
31
分
→
高
知
パ
ワ
ー
セ

ン
タ
ー
・
午
後
０
時
56
分

※
お
問
い
合
わ
せ
は

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
高
知
み

そ
の
内

高
知
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
実
行
委
員
会
事
務
局

（
☎
８
７
２
・
６
４
８
８
）
ま
で

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

　

高
知
地
方
法
務
局
と
高
知
県
人

権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
女
性

の
人
権
問
題
解
消
に
向
け
、
電
話

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限

　

国
税
電
子
申
告
（
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
）

な
ど
に
必
要
な
公
的
認
証
サ
ー
ビ

ス
の
電
子
証
明
書
に
は
、
有
効
期

限
（
発
行
日
か
ら
３
年
後
）
が
あ

り
ま
す
。
有
効
期
限
を
過
ぎ
る
と
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
請
・

届
出
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

更
新
手
続
き
な
ど
に
つ
い
て
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

市
民
課
市
民
係

（
☎
８
８
０
・
６
５
７
４
）
ま
で

障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度

が
改
正
さ
れ
ま
す

　

平
成
27
年
４
月
か
ら
、
常
時
雇

用
し
て
い
る
労
働
者
数
が
100
人
を

超
え
る
事
業
主
が
対
象
と
な
り
ま

す
の
で
、
申
告
・
納
付
に
向
け
て

早
め
の
取
り
組
み
を
お
願
い
し
ま

す
。
雇
用
障
害
者
数
が
法
定
雇
用

（
2.0
％
）
を
下
回
る
場
合
、
障
害

者
雇
用
納
付
金
を
納
付
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
独
立
行
政
法
人
高

齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機

構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.

jeed.or.jp

）
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

高
知
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
セ

ン
タ
ー

（
☎
８
６
１
・
２
２
１
２

　

�
８
６
１
・
２
２
１
４
）
ま
で

最
低
賃
金
改
正
の
お
知
ら
せ

　

高
知
労
働
局
で
は
、
県
内
全
て

の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る｢

高
知

県
最
低
賃
金｣
を
改
正
し
、
10
月

26
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

　

こ
の
決
定
に
よ
り
、
10
月
26
日

以
降
分
と
し
て
労
働
者
に
支
払
う

賃
金
は
、
１
時
間
677
円
以
上
と
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

高
知
労
働
局
賃
金
室

（
☎
８
８
５
・
６
０
２
４
）

高
知
労
働
基
準
監
督
署

（
☎
８
８
５
・
６
０
３
１
）
ま
で

11
月
は
子
ど
も
・
若
者

育
成
支
援
強
調
月
間

　

子
ど
も
・
若
者
が
豊
か
な
個
性

と
能
力
を
持
っ
た
人
間
に
成
長
す

る
た
め
に
は
、
家
庭
、
学
校
、
地

域
住
民
、
職
場
・
企
業
、
関
係
機

関
・
団
体
が
一
体
と
な
り
、
県
民

的
な
広
が
り
を
持
っ
た
子
ど
も
・

若
者
育
成
県
民
運
動
を
展
開
す
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

　

11
月
は
「
子
ど
も
・
若
者
育
成

支
援
強
調
月
間
」
と
し
て
、
次
の

事
業
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

皆
様
も
、
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら

子
ど
も
・
若
者
の
健
全
育
成
へ
の

取
り
組
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
と
き
／
と
こ
ろ
／
事
業
名

▼
11
月
７
日
㈮
市
内
一
円

　

青
少
年
健
全
育
成
パ
レ
ー
ド

※
お
問
い
合
わ
せ
は

少
年
育
成
セ
ン
タ
ー
内

青
少
年
育
成
南
国
市
民
会
議

（
☎
８
６
３
・
４
２
０
１
）
ま
で

　

育
て
よ
う
健
や
か
に

　

支
え
よ
う
み
ん
な
で

相
談
の
強
化
週
間
を
実
施
し
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
。

■
と
き
／
11
月
17
日
㈪
～
23
日
㈰

　

午
前
８
時
半
～
午
後
７
時

＊
土
・
日
曜
日
は
午
前
10
時
～

　

午
後
５
時

■
電
話
番
号

　

０
５
７
０
・
０
７
０
・
８
１
０

＊
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

＊
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
接
続
で
き
ま

せ
ん
。

■
取
扱
内
容
／
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク

バ
イ
オ
レ
ン
ス
、
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ

　

ー
、
離
婚
問
題
、
暮
ら
し
の
悩

み
ご
と
な
ど
女
性
を
め
ぐ
る
人

権
問
題

※
お
問
い
合
わ
せ
は

高
知
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

（
☎
８
２
２
・
３
５
０
３
）
ま
で

南国市社会福祉センター 一時移転のお知らせ
　南国市社会福祉センターは耐震工事のため移転運営することとなりました。

※お問い合わせは、南国市社会福祉協議会（☎８６３－４４４４）まで

自
賠
責
保
険
・
共
済
な
し
で

の
運
行
は
法
令
違
反
で
す
！

　

交
通
事
故
に
よ
る
死
傷
者
数
は

年
々
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、

平
成
25
年
の
事
故
発
生
件
数
は
約

63
万
件
、
死
傷
者
数
は
約
79
万
人

と
、
国
民
の
誰
も
が
交
通
事
故
の

被
害
者
に
も
加
害
者
に
も
な
り
得

る
、
極
め
て
深
刻
な
状
況
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
全
て

の
車
・
バ
イ
ク
１
台
ご
と
に
加
入

が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
加
害

者
の
賠
償
責
任
を
担
保
す
る
こ
と

で
、
被
害
者
の
基
本
的
な
賠
償
を

保
障
す
る
制
度
で
あ
り
、
被
害
者

の
救
済
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

四
輪
車
も
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

特
に
車
検
制
度
の
な
い
250
㏄
以
下

の
バ
イ
ク
（
原
動
機
付
自
転
車
・

軽
二
輪
自
動
車
）
は
、
有
効
期
限

切
れ
や
掛
け
忘
れ
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

自
賠
責
制
度
の
詳
し
い
内
容
に

つ
い
て
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http:

//w
w
w
.jibai.jp

）
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

国
土
交
通
省
四
国
運
輸
局

高
知
運
輸
支
局

（
☎
８
６
６
・
７
３
１
１
）
ま
で

理
容
・
美
容
・
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

は
「
Ｓ
マ
ー
ク
」
の
お
店
へ
！

　

高
知
県
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ

ン
タ
ー
で
は
、
11
月
を
生
活
衛
生

関
係
営
業
に
関
す
る
「
標
準
営
業

約
款
普
及
登
録
促
進
月
間
」
と
定

め
て
、
本
制
度
の
普
及
強
化
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　

県
で
は
、
生
活
衛
生
関
係
営
業

の
う
ち
、
理
容
業
・
美
容
業
お
よ

び
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
に
つ
い
て
、

厚
生
労
働
省
の
認
可
を
得
て
、｢

サ

ー
ビ
ス
の
提
供
」
「
店
舗
の
衛
生
・

管
理
」
お
よ
び
「
事
故
に
よ
る
損

害
賠
償
」
に
関
す
る
重
要
事
項
を

約
款
と
し
て
取
り
決
め
、
標
準
営

業
約
款
登
録
店
舗
に
は
「
Ｓ
マ
ー

ク
」
の
表
示
を
す
る
こ
と
で
、
お

客
さ
ま
に
安
心
・
安
全
・
衛
生
を

提
供
し
て
い
る
こ
と
を
お
知
ら
せ

す
る
と
と
も
に
、
業
者
の
皆
さ
ま

に
は
こ
の
登
録
を
行
う
よ
う
呼
び

か
け
て
い
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

公
益
財
団
法
人
高
知
県
生
活
衛
生

営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

（
☎
８
５
５
・
５
１
０
０
）
ま
で

厚生労働大臣認可

●
●南国市役所

カルディア

195

●
ベナレス

●かざぐるま市

後免町

後免

南国市
社会福祉
センター

移
転
先

★ ★

45

南国市
社会福祉
センター

土佐くろしお鉄道

Ｊ
Ｒ
土
讃
線

ビニール
ハウス

■移転先住所
〒783－0091　南国市立田405
■移転後運営開始日
　11月25日㈫　午前８：30 ～
＊現在地での運営再開は平成27年６月ごろ
の予定です。
■移転事業所・業務
◎南国市社会福祉協議会
（総務係、地域福祉係、あんしん生活サポー
トセンター、訪問介護事業所、居宅支援
事業所、地域包括支援センター）
◎南国市シルバー人材センター
◎地域活動支援センター「南国」
◎介護認定調査員室


